
 

 
 

支払基金統一事例 

【 放射線治療 】 

 

７９ ケロイドに対する体外照射の高エネルギー放射線治療の算定について 

 

《令和６年２月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

ケロイドに対するＭ001 体外照射「２」高エネルギー放射線治療の算定は、

原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ケロイドに対しては、その縮小を期待し、Ｍ001 体外照射「２」高エネルギ

ー放射線治療が行われることがあり、形成外科診療ガイドライン「急性創傷/

瘢痕ケロイド２」（平成 27 年 日本形成外科学会等）では「ケロイド切除後の

放射線治療は優位に再発率を下げるため推奨される」と示されている。 

このため、ケロイドに対するＭ001 体外照射「２」高エネルギー放射線治療

の算定は、原則として認められると判断した。 
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